
1

１ 事業目的

地域の公共的な課題に自ら取り組む市民の活動を応援する。

２ 補助金の交付対象

地域の課題解決に向けた活動に取り組んでいる市民活動団体が実施する次のいずれか

の事業を市の予算の範囲内で支援する。

３ 対象団体の要件

下記の①～⑤全を満たす団体を対象とする。

① 活動の拠点が江別市内にあり、江別市民を対象とした継続的な活動実績があること

※「継続的な活動実績」とは、活動支援事業申込書提出以前、少なくとも６ヶ月以上の

具体的な活動実績を示すことができ、かつ、引続き活動していること

② 団体の運営に関する規則や会則等があること

③ 事業報告や予算・決算を示すことができること

④ 専ら宗教活動や政治活動をしていないこと

⑤ コラボのたねに登録していること（申込時にコラボのたねに登録することも可）

※ 法人格の有無は問わない。

※ 上記①～⑤については、書類等での確認とするが、後日、申し込みの条件を満たさ

ないことが判明した場合は、当事業に関する資格を失効する。

対象事業 補助率 交付上限額

※補助金は

千円単位

(1)活動の拡大又は新たに取り組む事業

新規事業だけではなく、既存事業の拡大（対象者を変える

（広げる）、手法を変えるなど）も該当する。

３分の２

以内

１５万円

(2)活動の広がりが期待できる周年記念イベント事業

団体の周年記念や団体と関連が深い事柄の周年記念について

広く市民に公開して行うイベントを指す。

【イベント要件】

・周年記念イベントであることを明示すること

・広く市民へ周知すること（新聞、ＨＰ、ＳＮＳ等）

・日頃のイベントとは異なる周年記念ならではの企画である

こと

３万円

令和８年度協働のまちづくり活動支援事業 応募の手引き
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４ 補助対象期間

単年度（交付決定日から当該年度末（３月３１日））まで

※当初予定していた事業期間以前（「補助金交付申請書」に記載した事業期間）に事業

が終了した場合は、その時点までを補助対象とする。

５ 対象経費

上記の補助対象期間に実施した事業にかかる経費とする。

区分 補助対象となる経費

１.報償費

外部講師謝礼

１人につき２０,０００円を超える場合は、見積書の提出を必要とする。

なお、見積書の提出が困難な場合は、20，000 円を上限とする。

2.旅費・交通費

●外部講師招へい旅費

【対象】

交通費（公共交通機関：ＪＲ、バス、地下鉄等）及び宿泊料
【経費上限】
交通費：最短経路で計算した金額

宿泊料：9,800 円

●会員及びボランティアスタッフの交通費

【対象】

次の２つの条件を両方満たしている場合、対象とする。

・事業の運営に携わっている会員及びボランティアスタッフ

・事業当日に公共交通機関（ＪＲ、バス、地下鉄等）及び自家用車を事

務所等活動の拠点となる場所から事業実施場所まで利用した場合

【対象経費】

700 円／人（準備期間等の交通費は対象としない）

【経費上限】

35，000 円

3.消耗品費
消耗品とは、短期間又は一度の使用で消費されるもの、毀損しやすいも

の、著しく長期間の保存に耐えないものを指す。

4.印刷製本費
印刷製本費について、当該事業の実施と関係のない内容のチラシ等にか

かる費用は補助対象外とする。

下記のような場合は補助対象外とする。

Ø 事前・事後打合せに係る経費

Ø 講師以外への謝礼（例：受付業務を行った会員に対する謝礼 など）

Ø 上限額を超過した場合、超過した分の金額
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６ 申込

（１）受付期間

令和８年１月１３日（火）～２月１３日（金）まで（必着）

（受付時間は、平日８時４５分から１７時１５分まで）

※周年記念イベント事業は先着５団体まで

※市民生活課市民協働担当または市民活動センター・あいに事前に、事業の内容等

について相談のうえ申請すること

5.役務費

資料や案内等を送付する際の郵送費や通信費、応募事業の開催日等に掛

ける※保険料など

※保険料

原則、交付決定以降に支出したものが補助対象となるが、保険の対

象となる事業の開催日が補助対象期間である場合に限り、交付決定以前

に支払った保険料を対象とする。ただし、内訳書等の書類により開催

日・開催期間に掛かる経費を算出できない場合は、補助対象外とする。

6.使用料・賃借料

使用料：会場使用料 など

賃借料：機材借上料 など

7.備品購入費

【対象】

・事業の実施にあたり直接必要であり、当該事業以外の用途に使用され

ることがないと認められる備品

【経費上限】

備品購入費以外の経費の合算額（１～６、８～１１）の１/４

8.負担金 負担金：研修の受講に要する受講料 など

9.食糧費

原則不可。ただし、料理教室の食材など使用しなければ事業が成り立

たない場合や、講師用の水又はお茶（１イベント１人につき 500 ㎖ペッ

トボトル１本まで）は対象とする。

10.委託料

「講師紹介会社に依頼したい」、「託児のスペースを設けるため専門

の団体に委託したい」等のように外部委託が必要と認められる場合は対

象とする。

11.その他
上記以外のもので、補助することが特に必要・適当と認めれられる経

費。

備品とは、１万円以上の物品で、比較的長くその商品価値を留めるも
のを指す。
「（２）活動の広がりが期待できる周年記念イベント事業」に応募する場
合、本区分は補助対象外とする。

団体運営に係る事務所等の賃借料は補助対象外とする。
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（２）提出書類

① 協働のまちづくり活動支援事業 申込チェックリスト

② 申込書(その１) 団体（グループ）の概要

③ 申込書(その２) 実施事業の概要・計画と実施による効果

④ 申込書(その３) 実施事業の収支予算書

⑤ 定款、会則、規約等の写し、および役員・会員名簿等の写し

⑥ 令和６年度の活動報告書、および収支決算書等

⑦ 原則、令和８年度の活動計画書、および収支予算書等（提出が不可能な場合は、

令和７年度の書類を提出のこと）

⑧ その他参考資料等（団体の任意）

※周年記念イベント事業へ応募する場合は、団体の周年記念や団体と関連が深い事柄

であることが分かる資料も提出のこと

※ 選考のための追加資料の提出等を必要に応じて求める場合がある。

※ 書類は返却しない。

（３）提出方法

申込書に関係書類を添えて、市民生活課（市民協働担当）へメールにて提出。

ただし、従来どおり持参又は郵送でも可とする。

７ 選考

(1)活動の拡大又は新たに取り組む事業

新規事業だけではなく、既存事業の拡大（対象者を変える（広げる）、手法を変えるな

ど）も該当する。

【選考方法】

公開プレゼンテーション ３月８日（土）実施

【選考基準】

下記の７つを踏まえた採点方式で、基準点を下回る場合は、落選となる。

① 地域の課題解決に役立つ

② 専門性が発揮されている

③ 独創的な取組

④ 市民への広がりが期待できる

⑤ 地域の活性化につながる

⑥ 確実な実行が見込める

⑦ 継続した取組が期待できる
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(2)活動の広がりが期待できる周年記念イベント事業

団体の周年記念や団体と関連が深い事柄の周年記念について広く市民に公開して行う

イベントを指す。

【選考方法】

書類審査 選定予定団体数２団体

※補助金の交付状況に応じて、選定団体数が変動する可能性有

【選考基準】

下記の７つを踏まえた採点方式で、基準点を下回る場合は、落選となる。

① 団体と記念企画の関連性

② 専門性が発揮されているか

③ 周年記念の企画として適切か

④ 地域の賑わいが期待できるか

⑤ 企画が特定の人に向けたものではなく、広がりを持ったものか

⑥ 参加機会の平等を確保しているか

⑦ 確実な実行が見込めるか

８ 交付決定

選考会の後、交付決定通知書を送付する。（３月下旬に通知予定）

※申請事業数が多数である場合、市の予算の範囲内で補助金を傾斜配分しますので、ご承

知おきください。

９ 交付決定後

（１）補助金の交付手続き

補助金交付申請書に次の書類を添付して申請しなければならない。

① 事業収支予算書

② 請求書（振込口座名義が団体名と異なる場合等は委任状が必要）

※なお、補助金については、請求書を受理してから２・３週間を目安に振り込みます。

（２）中間実施状況・公表の流れ

市から実施状況の確認を求められた選定団体は、事業の取組状況や経過を電話またはメ

ールで伝えること。（９～１０月頃）

→市は、確認した実施状況をホームページで公表

（３）実績報告書の提出

補助金の交付を受けた団体は、事業完了後、３０日以内に、事業実績を報告しなければ

ならない。
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●実績報告書に、次の書類を添付のうえ提出

① 事業収支決算書

② 領収書 ※本事業で購入したものと他事業で購入した領収書を別にすること。

・領収書に記載する団体名称は、必ず申込時・申請時の団体名と一致しなければ

ならない。（省略不可）

（例）特定非営利活動法人 えべつ絵本の輪＝ＮＰＯ法人 えべつ絵本の輪

× えべつ絵本の輪 × 特定非営利活動法人 絵本の輪

・品名、単価、数量等の内訳が明確であること。

【外部講師招へいに掛かる旅費・宿泊料を計上している場合】

＜旅費＞

・公共交通機関名、乗降場（駅名等）、経路、料金が記載されている資料

＜宿泊料＞

・連泊した場合、申請事業当日の部屋代のみを補助対象とする。その場合

は、該当の日が分かるよう明示した上で、資料を提出すること。

（前泊、後泊が必要な場合は、必要な理由を提示すること）

※ルームサービス料、練習期間や撤収のために要した宿泊料、団体内のそのほか

の事業のために要した宿泊料等は補助対象外です。

【会員の交通費を計上している場合】

対象者名、区間（事務所等活動の拠点となる場所から事業実施場所まで）、

支払額（一律７００円）、交通手段を記載したリストを提出すること。

対象者の確認については、応募時に提出済みの役員・会員名簿や規約等と照

合するものとするが、判断に掛ける場合は別途資料提出を求めるものとし、求

められた採択団体はそれに応じなくてはならない。

③実施事業に関する資料（例：チラシ、ポスター、レジュメ、写真、参加者名簿等）

市は、実績報告書等を審査し、補助金額確定通知書にて通知する。その通知書にて、補助

金の取消しまたは減額を受けた団体は、同封の返還納付書に記載の納期限までに補助金を返

還しなければならない。

（４）報告会 【令和９年３月中旬または下旬の休日で開催予定。（開催日程や運営方法等

の詳細は別途通知する。）】

実施した支援事業の成果発表の場として、公開での「報告会」を開催する。支援事業に

選定された団体は、必ず報告会に参加し、実施事業の概要とその取り組み実績や成果等を

報告しなければならない。
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10 その他

（１）事業内容の変更について

補助金交付の決定を受けた後に、事業内容や及び実施時期を変更する場合は、必ず事

前に市民生活課に相談し、「内容変更承認申請書」を提出すること

※申請した事業内容と実施内容が著しく異なる場合は、補助対象外とする。

（２）流用について

・事業目的に沿い、申請予算の範囲内で流用※できる場合がある。

・流用を行いたい場合は、市民生活課（市民協働担当）に相談すること。

＜留意点：流用できない事例＞

・選考委員会で決定された交付金額の増額

・収支予算書に記載していない新たな区分への流用

※流用

予定していた用途以外に経費を回すこと。下の表で、○となっている区分間では、

流用が可能。

区分 流⽤の可否

報償費 ×
旅費・交通費 ×
消耗品費 ○

印刷製本費 ○

役務費 ○

使⽤料・賃借料 ○

備品購入費 ○

負担⾦ ○
⾷糧費 ×
委託料 ○
その他 △
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11 申請書等の記載例
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●決算書の記載例


